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一　
緒

　

　

一目

私
は
か
つ
て
本
誌
創
刊
号
に

「
中
国
簡
贖
研
究
の
現
状
」
と
題
し
て
、
今
世

紀
に
入
っ
て
中
国
木
簡
が
発
見
さ
れ
て
以
来
、
そ
の
当
時
ま
で
の
研
究
の
流
れ

を
紹
介
し
た
。
つ
い
で
池
田
温
氏
が

「
中
国
に
お
け
る
簡
績
研
究
の
位
相
」
と

題
し
て
、
本
誌
第
三
号
に
当
時
の
情
況
を
広
く
古
文
字
研
究
と
の
関
連
に
ま
で

及
ん
で
、
優
れ
た
紹
介
を
さ
れ
た
。
本
稿
は
主
と
し
て
池
田
氏
の
述
べ
ら
れ
た

一
九
八

一
年
の
時
期
以
後
の
、
中
国
木
簡
研
究
の
内
で
主
に
漢
筒
研
究
に
対
象

を
限
定
し
て
、
研
究
動
向
を
紹
介
し
た
い
。

一
一　
秦
街
発
掘
の
報
告
書

漢
筒
研
究
に
限
定
し
た
の
は
秦
簡
研
究
を
除
外
し
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
で

あ
る
。
現
在
、
中
国
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
、
秦
簡
を
用
い
た
秦
代
史
、

あ
る
い
は
中
国
古
代
史
の
研
究
は
極
め
て
盛
ん
で
、
そ
の
著
書
論
文
の
数
も
多

大

庭

脩

く
、
論
点
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
そ
の
動
向
の
紹
介
は
優
に
一
篇
の
文
章

を
要
す
る
と
共
に
、
研
究
の
深
化
は
や
や

『
木
簡
研
究
』
誌
上
で
取
扱
う
に
は

専
門
に
偏
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
前
記
池
田
氏
の
論
文
に
紹

介
さ
れ
た
秦
簡
研
究
の
文
献
以
後
の
も
の
で
、
特
に
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
文
献
二
点

を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

そ
の
一
は
、

『雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
で
あ
る
。
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
編
写
組
の

著
に
な
り
、
文
物
出
版
社
か
ら

一
九
八

一
年
九
月
付
で
出
版
さ
れ
た
、
本
文
七

三
頁
、　
付
録
七
〇
頁
、　
図
版

一
六
八
葉
の
書
で
、　
湖
北
省
博
物
館
の
陳
振
裕

氏
が
中
心
と
な
っ
て
書
い
た
湖
北
省
雲
夢
県
睡
虎
地
所
在
の
一
二
基
の
秦
墓
の

発
掘
報
告
で
あ
る
。
こ
の
一
二
基
の
う
ち
の
第

一
一
号
墓
か
ら
秦
簡
が
出
土
し

た
こ
と
は
申
す
に
及
が
ま
い
が
、
正
規
の
発
掘
報
告
書
が
本
書
で
あ
り
、
図
版

第
五
〇
葉
か
ら

一
六
六
棄
ま
で
が
竹
筒
の
写
真
と
釈
文
、　
三
ハ
七

・
八
両
美
は

木
蹟
二
点
の
表
裏
、　
ま
た
付
録
の
一
は
竹
筒
篇
名

・
編
排
順
序
与
出
土
登
記

号
対
照
表
で
出
土
登
記
号
、
す
な
わ
ち
出
土
時
に
与
え
ら
れ
た
登
録
番
号
、
い

わ
ば

原
簡
番
号
が
初
め
て
明
ら
か
に
な
り
、

編
排
順
序
の
番
号
、　
す
な
わ
ち

冊
書
に
復
原
さ
れ
た
現
在
の
順
序
の
番
号
と
対
比
し
て
、
発
掘
時
の
原
筒
の
所



在
と
今
の
釈
文
と
の
移
動
状
況
を
察
知
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
こ
の
結

果
、　
一
応
全
筒
数
は
一
一
五
五
点

（接
続
さ
れ
た
も
の
は
一
点
と
み
る
）
に
な

∠

０

。

そ
の
二
は
、
饒
宗
阪
、
曽
憲
通
両
氏
に
よ
る

『雲
夢
秦
筒
日
書
研
究
』
で
、

香
港
中
文
大
学
中
国
文
化
研
究
所
の
中
国
考
古
芸
術
研
究
中
心
専
刊
三
号
と
し

て
、　
一
九
八
二
年
に
出
版
さ
れ
、
本
文
九
九
頁
、
図
版
五

一
葉
、
曽
氏
の
手
に

な
る
秦
衛
日
書
分
類
索
引

一
二
頁
よ
り
な
り
、
図
版
は
す
べ
て
秦
衝
の
写
真
と

釈
文
で
あ
る
。
な
お
饒
氏
の
書
の
写
真
は

『雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
の
写
真
か
ら

採

っ
た
も
の
で
、
両
書
共
写
真
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

雲
夢
秦
簡
研
究
に
お
い
て
は
秦
簡
簡
文
の
釈
読
と
研
究
が
先
行
し
、
考
古
学

的
な
研
究
が
顧
慮
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
進
ん
で
き
た
こ
と
、
日
書
の
部
分
の
発
表
が

遅
れ
て
い
た
た
め
簡
文
の
全
容
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
こ
と
の
重
要
な
二
点
が

欠
除
し
た
ま
ま
に
進
行
し
て
い
て
、
木
簡
学
か
ら
い
え
ば
不
満
が
あ

っ
た
が
、

よ
う
や
く
そ
の
欠
を

一
応
補
う
出
版
物
に
接
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

〓
一　
簡
贖
研
究
全
般
に
つ
い
て

池
田
温
氏
の

「中
国
に
お
け
る
筒
贖
研
究
の
位
相
」
で
は
、　
一
九
七
八
年
に

発
足
し
た
中
国
古
文
字
学
会
を
紹
介
し
、
そ
の
発
足
時
の
学
会
か
ら
の
提
議
に

ょ
っ
て
現
在
の
研
究
上
の
問
題
を
浮
彫
り
に
し
、
同
学
会
の
理
事
を
あ
げ
て
現

代
中
国
の
代
表
的
研
究
者
を
紹
介
す
る
な
ど

ユ
ニ
ー
ク
に
し
て
有
効
な
方
法
を

と
ら
れ
た
。
池
田
氏
の
報
告
以
降
の
動
向
を
述
べ
る
べ
く
同
氏
の
文
章
を
読
み

な
お
し
て
み
る
と
、
ま
ず
古
文
字
学
会
の
理
事
に
名
を
列
ね
た
研
究
者
の
中
か

ら
何
人
か
の
訃
を
報
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
悲
し
い
思
い
に
と
ら
わ
れ

る
。
ま
た
、
そ
こ
に
名
前
は
な
く
と
も
、
そ
の
訃
を
報
じ
な
け
れ
ば
な
ら
愈
木

簡
研
究
者
も
あ
る
。

郭
沫
若
氏
が

一
九
七
八
年
に
九
〇
歳
で
死
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
申

す
ま
で
も
な
い
が
、
漢
簡
研
究
に
も
多
く
の
業
績
を
残
さ
れ
た
西
北
大
学
の
陳

直
氏
が

一
九
八
〇
年
六
月
二
日
に
八
〇
歳
で
、
羅
福
頃
氏
が

一
九
八

一
年
十

一

月
八
日
に
七
六
歳
で
、
ま
た
中
山
大
学
の
容
庚
氏
が

一
九
八
三
年
三
月
六
日
に

九
〇
歳
で
、
吉
林
大
学
の
子
省
吾
氏
が

一
九
八
四
年
七
月
十
七
日
に
八
八
歳
で
、

そ
し
て
一
九
八
五
年
六
月
十
九
日
に
中
国
社
会
科
学
院
副
院
長
、
考
古
研
究
所

名
誉
所
長
の
夏
昂
氏
が
七
六
歳
で
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
諸
氏
は

そ
れ
ぞ
れ
文
化
大
革
命
中
に
は
穀
難
が
あ

っ
た
に
せ
よ

一
応
天
寿
を
全
う
さ
れ

た
と
い
え
る
年
齢
に
達
し
て
い
る
が
、　
一
九
六
六
年
九
月
に
五
五
歳
で
な
く
な

っ
た
陳
夢
家
氏
、　
一
九
六
六
年
十
二
月
十
八
日
に
七
三
歳
で
な
く
な
っ
た
責
文

弼
氏
に
つ
い
て
は
追
悼
の
文
が
見
ら
れ
、
文
化
大
革
命
中
に

「含
冤
逝
世
」
し

た
と
い
い
、攻
草
の
犠
牲
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
八
二
年
六
月
二

十
八
日
に
国
家
文
物
管
理
局
古
文
献
研
究
室
の
子
一兵
亮
氏
が
五
四
歳
の
若
さ
で

肺
癌
の
た
め
死
去
さ
れ
た
の
は
、
文
革
後
の
数
少
な
い
研
究
の
中
心
的
人
物
の

一
人
で
＾
私
は
前
年
八
月
、
今
後
の
協
力
と
両
国
そ
れ
ぞ
れ
後
継
者
の
育
成
の

必
要
と
を
語
り
あ

っ
た
人
で
あ
る
だ
け
に
誠
に
も
っ
て
無
念
の
極
み
で
あ
る
。
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陳
夢
家
氏
の
遺
著
が

『
漢
簡
綴
述
』

と
し
て
考
古
研
究
所
で
編
纂
さ
れ
た

（
一
九
八
〇
年
十
二
月
　
中
華
書
局
刊
）
こ
と
は
、
す
で
に
池
田
氏
が
紹
介
さ

れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
∽
く
ω
Ｄ
田
＆
す

の
西
北
科
学
考
査
団
に
中
国
側
の
学

者
と
し
て
参
加
し
、

『
羅
布
悼
爾
考
古
記
』
を
書
き
、　
ロ
プ

。
ノ
ー
ル
漢
衝
の

発
見
者
で
あ
る
責
文
弼
氏
の
遺
著
と
し
て
は
、

『
西
北
史
地
論
叢
』
が

一
九
八

一
年
二
月
に
上
海
人
民
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
、
そ
の
最
後
に

「羅
布
悼
雨
漢

簡
考
釈
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『新
彊
発
掘
報
告

（
一
九
五
七
十

一

九
五
八
ご

が
考
古
研
究
所
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、　
一
九
八
三
年
十
月
に
文
物

出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

ま
た
陳
直
氏
の
遺
著
は
、
兄
の
陳
邦
懐
氏
を
は
じ
め
関
係
者
に
よ
っ
て
逐
次

刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
『事
庭
叢
書
七
種
』
が

一
九
八

一
年

一
月
に
斉
魯
書
社
よ

り
出
版
さ
れ
、
そ
の
中
に
「敦
燈
漢
簡
釈
文
平
議
」
が
含
ま
れ
、
ま
た

『居
延
漢

簡
研
究
』
３
居
延
漢
簡
綜
論
」
、
「居
延
漢
筒
解
要
」
、
「居
延
漢
簡
校
証
」
、
「居
延

漢
簡
文
例
」
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
）
が
天
津
古
籍
社
か
ら
出
版
予
定
で
あ
る
。

つ
い
で
筒
蹟
研
究
概
論
と
い
う
べ
き
著
作
を
紹
介
し
て
お
く
。

そ
の
一
は
、
台
湾
の
馬
先
醒
氏
が

一
九
八
〇
年
に

『筒
積
学
要
義
』
と
い
う

概
論
書
を
簡
債
学
会
叢
書
の
六
と
し
て
同
学
会
か
ら
刊
行
さ
れ
たぐ
。

そ
の
二
は
、
西
北
大
学
の
林
剣
鳴
氏
の
編
訳
に
な
る

『衛
蹟
槻
述
』
が

一
九

八
四
年
九
月
に
映
西
人
民
出
版
社
か
ら
秦
漢
史
研
究
叢
書
の
一
冊
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
。

そ
の
三
は
、
拙
著

『木
簡
学
入
門
』
が

一
九
八
四
年
八
月
に
講
談
社
学
術
文

庫
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
たｔ
。

つ
ぎ
に
き
わ
め
て
有
用
な
文
献
目
録
が
出
版
さ
れ
た
。
曹
延
尊

・
徐
元
邦
両

氏
に
よ
る
「筒
漬
資
料
論
著
目
録
」
が
そ
れ
で
、
『
考
古
学
集
刊
』
第
二
集
（
一
九

八
二
年
十
二
月
　
中
国
社
会
科
学
出
版
社
刊
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

全
体
を
四
つ
に
分
類
し
、　
一
は
簡
贖
発
現
資
料
と
し
て
発
掘
報
告
を
省
別
に
書

き
、
二
は
図
録
、
三
は
論
著
と
し
て
時
代
別
に
書
き
、
漢

・
晋
の
部
分
は
敦
燈
、

居
延
、
武
威
、
新
彊
、
湖
南
、
湖
北
、
山
東
、
青
海
、
定
県
と
出
土
地
別
に
小

分
類
を
た
て
、
最
後
に
綜
合
研
究
の
分
類
を
お
き
、
四
は
簡
憤
研
究
文
献
目
録
、

簡
贖
発
現
、
研
究
史
、
簡
冊
制
度
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
重
要
な
論
文
、
書
籍

は
細
目
を
あ
げ
て
あ
る
の
で
便
利
で
あ
る
。
日
本
の
論
文
も
よ
く
拾

っ
て
い
る
。

一
般
的
な
発
掘
と
研
究
の
動
向
を
書
い
た
も
の
と
し
て
中
国
社
会
科
学
院
考

古
研
究
所
編
の

『新
中
目
的
考
古
発
現
和
研
究
』

（
一
九
八
四
年
五
月
　
文
物

出
版
社
刊
）
の
中
の
第
四
章
秦
漢
時
代
中
に
い
く
つ
か
の
記
事
が
み
え
る
。

中
国
で
は
文
化
大
革
命
終
慮
以
後
、
外
国
の
研
究
に
目
を
向
け
、
紹
介
を
し

て
い
る
動
き
が
あ
る
が
、
木
衛
研
究
の
分
野
で
も
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
の

戦
国
秦
漢
史
研
究
室
の
編
集
で

『簡
蹟
研
究
諄
叢
』
第

一
軒
が

一
九
八
三
年
四

月
に
刊
行
さ
れ
、
森
鹿
三
先
生
の
論
文
が
五
篇
、
永
田
英
正
氏
の
論
文
が
二
篇
、

藤
枝
晃
氏
、
尾
形
勇
氏
、
冨
卜⇔♂
昂
♯
Ｆ
ｏ
ｏ雪
①
氏
の
論
文
各

一
篇
、
大
庭
脩
の
論

文
三
篇
が
訳
さ
れ
た
。
第
二
輯
も
遠
か
ら
ず
刊
行
さ
れ
る
由
で
、
中
国
の
研
究

者
が
比
較
的
外
国
人
の
研
究
を
参
照
し
な
い
一
因
が
、
言
棄
の
問
題
の
ほ
か
に
、

国
内
に
基
本
的
に
外
国
文
献
が
少
な
い
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
種



の
出
版
物
が
増
加
す
る
こ
と
は
研
究
の
進
歩
に
寄
与
す
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

最
後
に
一
般
的
な
傾
向
に
つ
い
て
二
、
三
書
き
加
え
て
お
く
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
中
国
の
出
土
筒
蹟
の
取
扱
い
、
研
究
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
出

土
品
は
一
般
に
出
土
地
に
お
い
て
研
究
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
出
土
簡
贖

は
出
土
地
の
省
博
物
館
な
ど
に
保
管
さ
れ
、
研
究
の
必
要
に
よ
っ
て
は
北
京
の

国
家
文
物
管
理
局
古
文
献
研
究
室
な
ど
の
協
力
を
得
る
こ
と
も
あ
る
が
、
研
究

成
果
も
地
元
の
出
版
物
に
掲
載
さ
れ
る
。
中
国
に
お
け
る
最
近
の
雑
誌
の
出
版

も
ま
た
極
め
て
盛
ん
で
、
従
来
か
ら
の

『
文
物
』、
『
考
古
』
、
『
考
古
学
報
』
の

全
国
誌
の
ほ
か
に
陳
西
省
の

『考
古
与
文
物
』
、
湖
北
省
の
『
江
漢
考
古
』
な
ど

は
す
で
に
日
本
で
も
購
読
さ
れ
て
い
る
が
、　
一
九
七
三

・
七
四
年
出
上
の
居
延

漢
簡
を
蔵
す
る
甘
粛
省
で
は
、
『
西
北
史
地
』、
『
西
北
師
院
学
報
』
、
『
甘
粛
師

大
学
報
』
、
そ
れ
に
蘭
州
大
学
で
刊
行
し
て
い
る
『
敦
燈
学
輯
刊
』
に
も
居
延
漢

筒
の
研
究
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
出
土
地
の
省
や
大
学
の
出
版
物
は

注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

甘
粛
省
に
為
い
て
は
同
省
博
物
館
、
考
古
隊
、
そ
の
他
の
機
関
の
研
究
者
が

集
ま
っ
て
漢
衛
研
究
の
組
織
を
作
り
、
や
が
て
簡
贖
学
会
に
発
展
さ
せ
、

『
簡

蹟
学
研
究
』
の
雑
誌
を
出
す
計
画
が
進
ん
で
お
り
、
今
年
六
月
に
は
、
米
国
ミ

ン
ガ
ン
大
学
の
張
春
樹
、
歴
史
博
物
館
の
鵞
偉
超
、
北
京
大
学
の
委
錫
圭
、
社

会
科
学
院
歴
史
研
究
所
の
李
学
勤
等
の
諸
氏
を
招
い
て
、
蘭
州
大
学
歴
史
系
に

消
い
て

「
簡
煩
学
培
訓
班
」
と
い
う
木
簡
研
究
者
の
養
成
を
目
的
と
す
る
三
ケ

月
の
講
習
を
行
な
っ
た
。　
一
九
八
七
年
に
は
蘭
州
で
簡
贖
研
究
の
国
際
学
会
を

開
く
計
画
も
あ
り
、
甘
粛
省
の
動
き
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
漢
簡

の
発
掘
と
研
究

Ａ
　
墓
葬
の
中
の
木
簡

①
　
定
県
漢
簡

（河
北
省
）

河
北
省
定
県
八
角
廊
四
〇
号
漢
墓
か
ら
出
土
し
た
竹
簡
で
、
簡
の
総
数
は
不

明
で
あ
る
。
定
県
四
〇
号
墓
は
一
九
七
三
年
二
月
か
ら
十
二
月
の
間
の
日
時
を

要
し
て
発
掘
さ
れ
た
。
封
上
の
直
径
約
九
〇
メ
ー
ト
ル
と
い
う
大
墓
で
、
墓
道
、

前
室
、
後
室
合
計
六

一
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
が
。
棺
榔
七
層
、
責
腸
題
湊
を
も
ち
↓

墓
主
の
男
性
は
金
綾
玉
衣
を
身
に
つ
け
て
い
て
明
ら
か
に
エ
ク
ラ
ス
の
人
物
で

あ
り
、
馬
蹄
金
、
勝
趾
金
、
玉
器
、
四
馬
草
二
輛
、
三
馬
車

一
輛
な
ど
多
数
の

副
葬
品
が
あ

っ
た
が
、
後
室
の
東
室
は
乱
さ
れ
焼
け
こ
げ
て
お
り
、
そ
の
中
に

炭
化
し
た
竹
簡
が
あ

っ
た
。

定
県
は
漢
代
の
中
山
国
の
国
都
に
当
り
、
こ
の
墓
は
中
山
懐
王
劉
修
の
墓
で

あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
た
。

竹
簡
の
総
数
は
炭
化
し
て
い
る
せ
い
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
庚
化
し
て
か
た

ま
り
に
な
っ
た
り
、
砕
け
た
り
し
て
、
完
全
な
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
文
字

の
読
め
る
も
の
は
非
常
に
少
な
い
。
そ
の
上
作
業
中
に
唐
山
地
震
が
あ

っ
た
り

し
て
進
ま
ず
、　
一
九
八
〇
年
に
な
っ
て
定
県
竹
簡
整
理
組
が
で
き
た
と
い
う
。

な
お
池
田
温
氏
が
紹
介
さ
れ
た
古
文
字
研
究
者
が

一
九
七
八
年
に
指
摘
し
た
研
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究
の
遅
れ
て
い
る
文
字
資
料
の
中
に
こ
の
竹
簡
が
入
っ
て
い
る
。

整
理
の
結
果
こ
れ
ら
の
竹
簡
は
八
種
の
書
籍
で
あ
る
こ
と
が
切
ら
か
に
な
っ

た
。
そ
の
一
は

『
論
語
』。
そ
の
二
は

「儒
家
者
言
」
と
命
名
さ
れ
た
古
籍
で
、

そ
の
内
容
は

『
説
苑
』
や

『新
序
』、
『孔
子
家
語
』
の
中
に
共
通
の
内
容
の
見

ら
れ
る
も
の
。
そ
の
三
は

「哀
公
同
五
義
」
と
い
う

『荀
子
』
、
『大
戴
礼
記
』
、

『孔
子
家
語
』
の
中
に
共
通
の
内
容
の
見
ら
れ
る
書
。
そ
の
四
は

「朱
俸
伝
」

と
い
う
、
買
誼
の

『新
書
』
、
『大
戴
礼
記
』
の
中
に
共
通
の
内
容
の
見
ら
れ
る

も
の
。　
こ
属
で
終
る
か
数
篇
に
わ
た
る
の
か
は
不
明
。

そ
の
五
は

「太
公
」
。

現
在
十
三
の
篇
題
が
あ
り
、
『
漢
書
写
本
文
志
の
儒
家
類
の

『周
史
六
磯
六
篇
』
、

道
家
類
の

『太
公
三
百
三
十
七
篇
』
と
関
連
が
い
か
に
つ
く
か
は
今
後
の
課
題

で
あ
る
が

「太
公
」
書
の
内
容
、
思
想
の
研
究
に
は
有
用
な
筒
文
が
多
い
。
そ

の
六
は

『
文
子
』
で
、
簡
文
に
は
今
本
と
同
じ
文
字
が
六
篇
あ
り
、
か
つ
今
本

と
比
較
す
る
と
今
本
が
い
か
に
古
本
を
改
め
て
い
る
か
、
例
え
ば
、
簡
文
の
文

子
を
今
本
は
老
子
に
改
め
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
改
気
の
あ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
七
は

「
六
安
王
朝
五
鳳
二
年
正
月
起
居
記
」
と
い
う
、

六
安
国
の
移
王
劉
定
が
、
宣
帝
五
鳳
二
年

（前
五
六
）
に
長
安
に
入
朝
し
た
途

上
の
生
活
や
入
朝
ま
で
の
活
動
を
書
い
た
も
の
で
、
地
名
、
里
数
を
詳
し
く
書

き
、
古
地
理
、
儀
礼
の
研
究
に
有
用
な
も
の
で
あ
る
。
八
は

「
日
書
」
「
占
卜
」

の
断
簡
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
前
漢
な
い
し
は
先
秦
の
思
想
研
究
に
有
用
な
資
料

が
出
上
し
た
が
、
今
ま
で
に

「儒
家
者
言
」
の
釈
文
と
略
説
が
公
表
さ
れ
た
に

と
ど
ま
り
、
今
後
の
発
表
が
期
待
さ
れ
る
。

②
　
阜
陽
漢
簡

（安
微
省
）

安
微
省
阜
陽
県
双
古
堆
、
前
漢
汝
陰
侯
墓
か
ら
出
上
し
た
竹
簡
で
あ
る
。
こ

の
墓
は
一
九
七
七
年
七
月
、
八
月
の
間
に
発
掘
さ
れ
た
。
墓
の
原
封
土
は
東
西

約

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、南
北
六
〇
ぞ
七
〇
メ
ー
ト
ル
、墳
丘
の
高
さ
約
二
〇
メ
ー

ト
ル
、
封
土
上
に
は
二
つ
の
ピ
ー
ク
を
持
つ
の
で
双
古
堆
と
よ
ば
れ
た
。
封
土

下
四
メ
ー
ト
ル
に
東
西
二
つ
の
墓
口
が
あ
り
、
東
を
Ｍ

一
墓
、
西
を
Ｍ
二
墓
と

称
し
た
が
、
Ｍ
二
墓
の
方
が
Ｍ

一
墓
よ
り
古
く
、
竹
簡
は
Ｍ

一
墓
の
東
辺
箱
内

に
あ

っ
た
。
椰
室
は
南
北
六
二
一
メ
ー
ト
ル
、
東
西
三
・八
メ
ー
ト
ル
、
木
椰
外

は
木
戊
を
厚
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
も
積
ん
で
い
た
。
銅
器
、
漆
器
、
木
器
な

ど
二
〇
六
件
の
文
物
が
副
葬
品
と
し
て
出
上
し
た
が
、
竹
簡
は
も
と
は
木
笥
の

中
に
入
っ
て
い
た
ら
し
く
、
木
笥
の
残
片
が
こ
び
り
つ
い
て
い
て
容
易
に
離
れ

な
い
状
態
で
あ

っ
た
。
出
土
銅
器
や
漆
器
の
中
に

「女
陰
侯
」
の
銘
文
が
あ
り
、

Ｍ
二
墓
か
ら

「
女
陰
家
丞
」
の
封
泥
が
出
上
し
、
漆
器
の
銘
文
に
元
年
か
ら
十

一
年
ま
で
の
年
数
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
漢
文
帝

一
五
年

（前

一
六
五
）

に
死
ん
だ
夏
侯
竃
が
Ｍ

一
墓
の
墓
主
、
Ｍ
二
墓
は
そ
の
妻
子
と
考
え
ら
れ
れ
。

こ
の
竹
筒
も
古
文
字
研
究
者
に
よ
っ
て
未
整
理
を
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
、
発

掘
筒
報
は
一
九
七
八
年
八
月
の

『
文
物
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
簡
の
紹
介

は
八
三
年
二
月
と
八
四
年
八
月
の

『
文
物
』
誌
上
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。

阜
陽
良
簡
は
竹
簡
、
木
簡
、
木
漬
が
混
在
し
て
い
る
が
、
大
部
分
は
非
常
に

砕
け
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
つ
ぎ
の
書
籍
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
一
は

「蒼
顎



篇
」
で
、
合
計
五
百
四
十

一
字
が
確
認
で
き
た
。
そ
の
二
は

『
詩
経
』
で
、
今

本

『詩
経
』
の
国
風
の
内
六
十
篇
近
い
詩
旬
と
、
小
雅
の
鹿
鳴
、
伐
木
な
ど
の

句
が
存
す
る
。
そ
の
三
は

『
周
易
』
で
三
百
片
に
お
よ
が
断
街
が
あ
る
が
、
今

本

『
易
経
』
六
十
四
卦
中
四
十
卦
ま
で
存
す
る
。
そ
の
四
は

「年
表
」
で
、
周

秦
よ
り
漠
に
い
た
る
各
国
君
主
の
在
位
の
年
を
書
く
が
、
残
断
が
は
げ
し
く
、

現
存

一
七
〇
片
余
で
あ
る
。
そ
の
五
は

「
雑
方
」
で
五
十
余
簡
、
阜
陽
漢
簡
の

中
で
は
条
件
の
よ
い
簡
が
多
く
て
一
簡
に
三
十
余
字
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

内
容
は
医
薬
関
係
で
あ
る
の
で

「
雑
方
」
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
六
は

「作
務
貝
程
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
雲
夢
秦
筒
の
秦
律
十
八
種
に
工
人
程
が
あ

る
が
、
作
務
は
作
業
工
技
で
、
員
程
は
人
数
と
日
数
い
く
ら
で
完
成
す
る
か
の

工
程
、
工
作
の
規
準
量
を
し
め
し
た
も
の
で
あ
な
。
簡
数
は
不
明
で
み
る
。
そ

の
七
は

「行
気
」
で
、
残
簡
は
少
な
く
、
内
容
は
行
気
の
功
能
と
方
法
を
述
べ

た
も
の
。
そ
の
八
は

「
相
狗
経
」
で
、
数
筒
し
か
な
い
が
、
狗
の
体
形
と
善
く

走
る
も
の
と
の
関
係
を
書
い
て
あ
る
。
そ
の
九
は

「
辞
賦
」
と
名
づ
け
ら
れ
て

い
る
が
二
衝
の
み
で
一
簡
は
四
字
、　
一
簡
は
五
字
を
残
し
、

『楚
辞
』
の
一
部

か
の
よ
り
で
あ
る
。
そ
の
十
は

「
刑
徳
」、
「
日
書
」
で
荻
百
片
あ
る
と
い
う
。

①
　
大
通
漢
衝

（青
海
省
）

青
海
省
大
通
県
上
孫
家
案

一
一
五
号
漢
墓
よ
り
出
土
し
た
木
筒
約
四
〇
〇
簡

で
あ
る
。　
一
九
七
八
年
夏
に
発
掘
さ
れ
た
竪
穴
土
坑
木
榔
墓
で
単
榔
双
棺
、
す

で
に
盗
掘
に
あ
い
、
副
葬
品
は
混
乱
し
て
い
た
が
、
銅
の
車
馬
具
が
九
〇
件
、

銅
弩
機
、
銅
鏡
、

銅
銭
、　
鉄
刀
な
ど
の
ほ
か
、
「
馬
良
私
印
」
と
い
う
陰
刻
の

銅
印
も
出
土
し
、
木
簡
は
両
棺
の
間
に
腐
朽
し
て
存
し
た
。
銅
銭
は
武
、
昭
、

宣
、
平
帝
時
代
の
五
錬
銭
が
あ
り
、
三
奔
銭
は
な
く
、
銅
鏡
も
前
漢
末
期
の
四

乳
四
塙
紋
鏡
で
あ
る
の
で
、
墓
の
年
代
も
前
漢
末
の
も
の
と
思
わ
れ
和
。

四
〇
〇
簡
の
大
部
分
は
断
衛
で
あ
る
が
、
大
別
し
て
四
種
に
わ
か
れ
、
第

一

は
当
時
の
軍
事
関
係
の
律
令
の
文
、
そ
の
二
及
び
三
は
軍
隊
の
編
制
、
陳
法
、

標
峨
に
関
す
る
記
事
、
そ
の
四
は

『孫
子
』
の
快
文
で
あ
れ
。

『
孫
子
』
の
み
な
ら
ず
、
い
ず
れ
も
軍
事
に
関
係
あ
る
書
籍
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
内
容
は
従
来
に
は
な
か
っ
た
軍
功
褒
賞
、
軍
隊
組
織
、
標
峨
な
ど
貴
重
な

も
の
で
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
内
郡
だ
け
で
な
く
辺
郡
の
墓
か
ら
簡
蹟
が
出
土

し
た
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
。

①
　
江
陵
張
家
山
漢
衝

（湖
北
省
）

湖
北
省
江
陵
県
張
家
山
の
Ｍ
二
四
七
、
Ｍ
二
四
九
、
Ｍ
二
五
八
の
三
墓
が
一

九
八
三
年
十
二
月
か
ら
八
四
年

一
月
に
か
け
て
発
掘
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

墓
か
ら
竹
筒
が
出
上
し
た
。
三
墓
共
に
長
方
形
の
竪
穴
土
坑
墓
で
、
榔
室
の
ま

わ
り
は
青
膏
泥
で
う
ず
め
ら
れ
て
い
た
。
Ｍ
二
四
七
墓
は
榔
室
は
三
・
二
九
×

一
・
四
〇
×
一
・
一
五
メ
ー
ト
ル
、
Ｍ
二
四
九
墓
は
榔
室
は
三
・
三
〇
×
一
。

八
六
×
一
・
四
六
メ
ー
ト
ル
、
Ｍ
二
五
八
墓
は
盗
掘
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
い

た
。
棺
は
Ｍ
二
四
七
墓
で
は
棺
室
の
北
側
に
置
か
れ
、
外
は
黒
、
内
は
紅
の
漆

棺
で
、
棺
室
と
頭
箱
の
間
は
し
き
り
が
あ
る
が
辺
箱
と
の
間
は
し
き
り
が
な
い
。

Ｍ
二
四
九
墓
は
同
様
の
漆
棺
が
棺
室
の
南
側
に
お
か
れ
、
頭
箱
、
辺
箱
と
の
間

に
隔
壁
が
あ
る
。
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副
葬
品
は
銅
器
、
陶
器
、
漆
器
、
竹
木
製
雑
器
な
ど
三
墓
合
計

一
六
〇
点
余

あ
り
、
こ
れ
ら
の
遺
物
や
墓
葬
の
構
造
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
三
墓
と
も
前
漢
初

年
か
ら
遅
く
も
景
帝
時
代
を
下
ら
ぬ
も
の
と
考
え
ら
れ
るｔ
。

竹
簡
は
Ｍ
二
四
七
墓
が
最
も
多
く

一
、
○
○
○
点
に
達
し
、
頭
箱
内
に
ニ
ケ

所
に
分
置
さ
れ
、
竹
笥
の
中
に
入
っ
て
い
た
が
笥
は
す
で
に
腐
り
、
上
層
の
簡

は
損
な
わ
れ
て
い
る
が
下
層
の
も
の
は
比
較
的
良
好
な
状
態
で
あ

っ
た
。
Ｍ
二

四
九
墓
の
竹
簡
も
頭
箱
の
中
に
置
か
れ
て
い
た
が
、
頭
箱
の
隔
梁
な
ど
で
圧
迫

さ
れ
て
損
な
わ
れ
、　
一
部
分
の
み
が
完
璧
な
状
態
で
あ

っ
た
。
Ｍ
二
五
八
墓
の

も
の
は
頭
箱
中
に
あ

っ
た
が
数
量
は
少
な
く
、
皆
破
砕
し
て
い
た
。

張
家
山
漢
簡
は
九
種
類
に
分
類
さ
れ
るｔ
。
そ
の
第

一
は
漢
律
で
あ
る
。
Ｍ
二

四
七
墓
よ
り
出
上
し
、
合
計
五
〇
〇
余
筒
あ
り
、
コ
一年
律
令
」、
「
律
令
二
十
回

種
」
、
「
津
関
令
」
な
ど
の
篇
題
簡
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
簡
文
に
み
え
る
律
名
は
、

金
布
律
、
得
律
、
置
吏
律
、
敷
律
、
伝
食
律
、
行
書
律
な
ど
雲
夢
秦
律
と
同
じ

名
前
の
も
の
や
、
雑
律
、
□
市
律
、
均
輸
律
、
史
律
、
告
律
、
銭
律
、
賜
律
な

ど
秦
律
に
は
見
ら
れ
ゑ
も
の
も
あ
る
。
明
ら
か
に
呂
后
時
代
の
律
文
も
あ
り
、

雲
夢
秦
律
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
、
散
快
し
て
も
は
や
出
土
資
料
の
発
見
以
外

に
漢
律
研
究
は
新
し
い
発
展
が
絶
望
で
あ

っ
た
だ
け
に
、
こ
の
出
土
漢
筒
の
持

つ
意
義
は
大
き
い
。
そ
の
二
は

「奏
猷
書
」
で
あ
る
。
Ｍ
二
四
七
墓
よ
り
出
土

し
た
約
二
〇
〇
衝
。
猷
は
誡
と
同
じ
で
、
奏
猷
は
地
方
長
官
が
下
級
官
よ
り
意

見
を
求
め
ら
れ
た
裁
判
の
法
の
摘
用
の
疑
義
を
、
さ
ら
に
中
央
の
廷
尉
に
質
し
、

廷
尉
も
決
す
る
こ
と
が
難
か
し
い
時
は
皇
帝
に
質
す
こ
と
を
い
い
、
そ
の
結
論

は
今
日
の
判
例
と
し
て
効
力
を
持
つ
。

「奏
凱
書
」
は
い
わ
ば
判
例
集
で
、
漢

代
法
制
史
研
究
に
は
重
要
な
資
料
と
な
る
。
そ
の
三
は

「蓋
慮
」
で
、
蓋
雇
は

呉
王
聞
庭
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
書
は
彼
と
申
骨
、
す
な
わ
ち
伍
子
喬
と
の
問

答
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
漢
書
埋
本
文
志
に
兵
陰
陽
に
配
す
る
『
伍
子
喬
』
に

類
す
る
か
と
思
わ
れ
る
兵
書
で
あ
る
。
そ
の
四
は

「泳
書
」
で
、
馬
王
堆
畠
書

の

『
五
十
二
病
方
』
の
巻
前
部
の
快
書
の
内
で

『陰
陽
十

一
泳
灸
経
』
『
泳
法
』

『陰
陽
泳
死
候
』
の
三
種
の
内
容
に
当
り
、
こ
の
竹
簡
に
よ
っ
て
吊
書
の
欠
字

を
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
五
は

「引
書
」
で
あ
る
。
引
は
導
引
の
引
で
、

馬
王
堆
吊
書
の
中
に
導
引
図
と
い
う
健
康
の
為
の
身
体
運
動
の
図
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
そ
の
動
作
を
文
字
で
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
六
は

「算
荻
書
」

で
、
現
存
す
る
漢
代
の
算
数
書
、

『九
章
算
術
』
と
似
て
お
り
、
そ
の
測
源
を

な
す
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
現
在
ま
で
に
六
〇
題
の
問
題
が
整
理
さ
れ
て
い
る

数
学
の
問
題
集
で
あ
る
。
そ
の
七
は

「
日
書
」
で
、
Ｍ
二
四
九
墓
よ
り
出
土
し
、

そ
の
八
は

「暦
譜
」
で
、
Ｍ
二
四
七
墓
か
ら
は
呂
后
か
ら
文
帝
初
の
間
の
も
の
、

Ｍ
二
五
八
墓
か
ら
は
文
帝
前
五
年

（前

一
七
五
）
の
も
の
が
出
土
し
た
。
そ
の

九
は
遣
策
で
、
Ｍ
二
四
七
墓
か
ら
出
土
し
、
殉
葬
の
物
品
と
対
比
で
き
る
も
の

が
あ
る
。

⑤
　
甘
谷
漢
簡

（甘
粛
省
）

一
九
七

一
年
十
二
月
に
甘
粛
省
甘
谷
県
渭
陽
人
民
公
社
十
字
道
生
産
大
隊
の

村
北
、
劉
家
山
坪
上
の
漢
墓
が
発
掘
さ
れ
、
陶
器
、
銅
器
、
鉄
器
な
ど

一
一
〇

点
余
の
副
葬
品
が
出
上
し
た
が
、
そ
の
中
に
二
三
簡
の
木
簡
が
あ

っ
た
。
こ
の



墓
は
正
規
の
発
掘
報
告
は
な
く
、
わ
ず
か
に
張
屈
正
氏
の

「
甘
谷
漢
筒
考
釈
」

に
よ
る
ほ
か
は
な
い
。
甘
粛
省
博
物
館
に
は
展
示
が
あ
り
、
見
学
者
は
早
く
か

ら
知
り
得
た
が
、
研
究
が
発
表
さ
れ
た
の
は
こ
の
論
文
の
み
で
あ
る
。

簡
の
内
容
は
後
漢
末
に
劉
氏
の
宗
室
が
地
方
官
な
ど
に
侵
奪
さ
れ
る
傾
向
に

あ
る
の
を
止
め
る
べ
く
、
桓
帝
延
烹
二
年

（
一
五
九
）
に
天
下
に
班
布
し
た
詔

書
で
、
こ
の
墓
主
は
当
然
劉
氏

一
族
で
あ
り
、
後
漢
の
滅
亡
期
の
世
相
を
物
語

っ
て
興
味
深
い
。

な
お
、
詔
書
が
副
葬
さ
れ
て
い
る
点
で
は
武
威
の
王
杖
簡
と
同
じ
で
あ
り
、

ま
た
詔
書
互
下
の
制
度
も
物
語

っ
て
い
て
、
汝
制
史
料
と
し
て
有
益
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
後
漢
末
の
木
筒
と
し
て
は
唯

一
の
例
で
、
漢
簡
と
晋
簡
を
つ
な

ぐ
も
の
で
あ
り
、
書
跡
は
美
し
く
、
隷
書
の
研
究
上
曹
全
碑
な
ど
と
比
較
し
て

議
論
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｂ
　
フ
ィ
ー
ル
ド
で
発
見
さ
れ
た
木
簡

①
　
敦
燈
漢
簡

敦
燈
付
近
を
中
心
と
し
た
漢
代
の
蜂
隧
址
か
ら
出
上
し
た
い
わ
ゆ
る
敦
燈
漠

筒
は
、
＞
雪
蟄
留
①Ｆ

の
第
二
。第
三
次
の
探
検
の
結
果
発
見
さ
れ
、
木
筒
の
み

に
つ
い
て
い
え
ば
、
第
二
次
は
ぃ
釘
ｏ
ｇ
巽
α
①
ｒ
や
く
”
お
β
９
、
第
二
次
は

田
ω
Ｂ
ユ

〓
ｐ
∽帽

Ｏヽ
に
よ
っ
て
研
究
報
告
が
出
た
が
、
羅
振
玉
、　
王
国
維
の

『
流
沙
墜

簡
』、　
張
鳳
の

『
漢
晋
西
睡
木
簡
彙
編
』
の
中
国
文
の
研
究
が
あ
り
、　
ま
た
夏

爺
氏
ら
に
よ
る
敦
煙
玉
門
関
付
近
の
再
調
査
に
よ
っ
て
四
八
簡
が
加
え
ら
れ
た
。

文
化
大
革
命
の
終
億
後
外
国
文
献
の
利
用
研
究
が
解
禁
さ
れ
る
と
、
木
簡
研

究
の
部
門
に
お
い
て
も

摯
ω〓

探
検
の
成
果
の
再
検
討
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
一

つ
は

『疏
勒
河
流
域
出
土
漢
簡
』
と
い
う
書
物
の
形
で
あ
ら
わ
れ
た
。
林
梅
村
、

李
均
明
両
氏
の
手
に
な
る
も
の
で
、
疏
勒
河
流
域
漢
代
辺
塞
遺
址
概
述
、
琉
勒

河
流
域
出
土
漢
簡
釈
文
、
漢
簡
出
土
地
点
編
号
与
漢
筒
著
録
編
号

一
覧
表
、
参

考
文
献
要
目
よ
り
な
っ
て
い
る
。
辺
塞
遺
址
概
述
は
、
最
近
の
現
地
の
踏
査
を

踏
ま
え
な
が
ら
叙
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
簡
釈
文
は
旧
報
告
書
の
掲
載
写

真
を
参
考
に
し
て
検
討
の
上
な
さ
れ
た
も
の
で
、
写
真
の
な
い
も
の
は
便
宜
旧

釈
に
よ
っ
て
写
真
を
求
め
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。　
摯
①
Ｆ

の
報
告
書
を
は
じ

め
以
前
の
中
文
の
釈
文
に
い
た
る
ま
で
、
中
国
内
で
は
簡
単
に
は
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
問
題
点
を
解
消
す
る
た
め
に
も
こ
の
出
版
が
企
画
さ
れ
た
も

の
で
、
秦
漢
魏
晋
出
土
文
献
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
て
お

り
、
ひ
き
つ
づ
い
て
林
梅
村
氏
に
よ
る

『楼
蘭
尼
雅
出
土
文
書
』
が
出
版
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
中
に
は
楼
蘭
、
尼
雅
出
上
の
晋
簡
が
含
ま
れ
て
い
る
。
敦
埋
漢

簡
の
釈
文
に
対
す
る
修
正
の
論
文
が
こ
の
ほ
か
に
存
在
す
る
。

砕
①一Ｂ
等
の
研
究
の
再
検
討
と
し
て
行
な
わ
れ
た
研
究
成
果
の
第
二
は
、
実

地
踏
査
の
結
果
新
た
に
峰
魃
址
が
発
見
さ
れ
、
木
簡
が
出
上
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
最
大
の
も
の
は
一
九
七
九
年
六
月
か
ら
七
月
の
間
に
な
さ
れ
た
六
九
の
峰

隧
址
調
査
の
結
果
、
砕
ω
Ｆ

探
検
隊
が
見
落
し
て
い
た
峰
隧
址
が
見
つ
か
り
、

十
月
に
発
掘
を
し
て
出
土
遺
物
三
三
七
点
、
簡
贖

一
二
一
七
点
を
得
た
と
い
う

敦
燈
馬
圏
湾
の
調
査
で
あ
ろ
う
。　
〓

一
一
七
点
と
い
う
簡
の
数
は
、
盟
①す

の

第
二

・
第
三
次
探
検
で
得
た
簡
贖
の
総
数
を
上
ま
わ
る
も
の
で
、
出
土
筒
の
記



事
か
ら
玉
門
関
を
管
理
す
る
玉
門
関
侯
の
活
動
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
の
ほ
か
に
玉
門
花
海
東
北
三
〇
キ
ロ
の
地
点
で
、　
一
九
七
七
年
八
月
に
一

峰
隧
址
が
発
見
、
調
査
さ
れ
、
墨
付
九
三
衝
と
素
簡

一
二
点
が
発
掘
さ
れ
た
が
、

そ
の
中
に
は
武
帝
の
遺
詔
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
、　
一
九
八

一
年
三
月
に
は

敦
煙
県
西
北
五
七
キ
ロ
の
球
油
土
川
北
の
漢
代
遺
址
の
調
査
で
、
合
計
七
六
筒

が
発
掘
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
詔
書
、
律
令
、
檄
書
、
簿
冊
、
宇
書
、
兵
書

な
ど
で
あ
る
が
、
「原
候
符
」
と
い
う
斥
候
の
持
つ
一
種
の
身
分
証
明
や
、
「撃

匈
奴
降
者
賞
令
」
と
い
う
法
令
の
数
筒
が
珍
ら
し
い
。

②
　
居
延
漢
衛

居
延
漢
簡
に
は
一
九
三
〇

・
三

一
年
に
西
北
科
学
考
査
団
の
刊
〇
岸肝

“
ｏ
凋
‐

Ｂ
”
Ｂ
等
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
と
、　
一
九
七
三

・
七
四
年
の
甘
粛
居
延

考
古
隊
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
も
の
と
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な

い
。
そ
の
う
ち
ま
ず
、　
一
九
三
〇

。
三

一
年
出
土
簡
関
係
の
も
の
か
ら
述
べ
よ

クゝ
。Ａ

　
一
九
二
〇

。
三

一
年
出
上
の
居
延
漢
簡

一
九
三
〇

・
三

一
年
出
土
居
延
漢
筒
に
つ
い
て
は
、
中
国
社
会
科
学
院
考
古

研
究
所
よ
り

『居
延
漢
筒
甲
乙
編
』
上
下
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
な
話
題

で
あ
る
。
こ
の
書
は
上
が

一
九
八
〇
年
七
月
、
下
は
同
十
二
月
の
刊
行
年
紀
を

も
つ
が
事
実
は
大
幅
に
遅
れ
、
池
田
温
氏
の

「
中
国
に
お
け
る
簡
贖
研
究
の
位

相
」
が
出
た
時
に
は
上
冊
の
み
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
同
氏
の
文
章
に
も
記
さ

れ
て
い
る
と
お
り
、
上
冊
は
図
版
で
、
う
ち

一
八
九
頁
は
既
刊
甲
編
の
図
版
が
、

以
下
二
九
三
頁
は
乙
編
に
あ
た
り
、
残
り
の
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
甲
編

の
図
版
は
馬
衡
氏
が
保
管
し
て
い
た
一
四
八
枚
の
写
真
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
が
、

乙
編
は
写
真
が
大
陸
に
な
か
っ
た
た
め
台
湾
版
か
ら
と
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
が

甲
乙
編
の
出
版
を
遅
ら
せ
る
陰
の
理
由
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
甲

編
は
配
列
は
ほ
ば
原
簡
番
号
順
で
あ
る
が
独
自
の
番
号
を
持

っ
て
お
り
、
上
冊

写
真
版
で
は
そ
の
番
号
は
踏
襲
し
、
乙
編
部
分
は
原
簡
番
号
順
に
な
っ
て
い
る
。

下
冊
は
ま
ず
釈
文

（
二
九
〇
頁
）
、
付
録
と
し
て
⑪
居
延
漢
簡
的
出
土
地
点
与

編
号

（七
頁
）
、
②
額
済
納
河
流
域
障
懸
述
要

（
三
二
頁
）
、
０
額
済
納
河
流
域

漢
代
亭
障
分
布
図

（
一
葉
）
、
付
表
と
し
て
ω
居
延
漢
簡
出
土
地
点
表

（
二
頁
）

②
居
延
漢
簡
標
号
表

（三
頁
）
、
０
居
延
漢
簡
竹
筒
、
木
瓢
、
札
屑
表

（
八
頁
）
、

④
釈
文
未
収
簡
号
表

（
八
頁
）
、
⑤
木
仲
、　
木
恢
表

（
二
頁
）
が
含
ま
れ
て
い

呟υ
。釈

文
は
甲
乙
編
を
混
合
し
て
原
簡
番
号
順
と
し
、
各
個
に
甲
編
番
号
又
は
乙

編
の
写
真
頁
数
を
註
記
し
て
参
照
に
備
え
、
乙
編
は
も
と
よ
り
甲
編
の
部
分
も

す
べ
て
新
し
く
釈
文
を
検
討
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
五
九
年
版
甲
編
と

は
別
の
書
物
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
付
録
①
居
廷
漢
簡
的
出
土
地
点
与
編
号
は
、
本
書
の
最
も
重
要
で
特

色
と
な
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち

一
九
六
二
年
に
、
当
初
北
京
で
整

理
が
始
め
ら
れ
た
時
に

一
九
三
二
年
に
作
成
の

「
採
集
品
己
未
釈
文
及
己
未
照

相
標
記
」
令
標
記
冊
し

が
北
京
の
考
古
研
究
所
で
発
見
さ
れ
、
当
時
の
発
掘
地

点
は
全
部
で
三
二
ケ
所
、
そ
の
う
ち
木
簡
が
出
上
し
た
の
は
二

一
ケ
所

（う
ち
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一
ケ
所
が
分
け
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
事
実
上
二
〇
ケ
所
）
で
あ
り
、そ
の
地
名

は
同
時
に
∽
Ｒ
員
濡

浄ヽ
心
Ｂ

の
報
告
書

へ〆
【⇔げ
品
ｏ
一ｏ
∞
一ω
蛍

声
①
∽Ｓ
Ａ
Ｆ
２

ゴ

争
①
田
許
①，
∞
監
声
配
中ｏ
，

Ｆ
お
Ｒ
〓
ｏ
Ｂ
い
ｏ
μＯ
コ）
の
遺
址
の
整
理
番
号
と
合
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「居
延
漢
筒
」
の
固
有
番
号
を
見

れ
ば
、
そ
の
出
土
地
が
ど
こ
か
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
地
名

（及
び

報
告
の
整
理
符
号
）
に
よ
っ
て
出
土
簡
の
固
有
番
号
を
排
列
し
た
の
が
付
表
ω

居
延
漢
簡
出
土
地
点
表
で
あ
り
、
漢
筒
の
固
有
番
号
に
よ
っ
て
出
土
地
の
符
号

を
示
し
た
も
の
が
付
表
②
の
居
延
漢
簡
標
号
表
で
あ
る
。
木
簡
出
土
地
名
二
〇

ケ
所
の
う
ち
、　
一
地
名
で
数
地
点
を
発
掘
し
た
も
の
な
ど
を
細
分
す
る
と
、
地

点
は
合
計
三
〇
地
点
で
あ
り
、
釈
文
の
あ
る
簡
が
大
体
九
、
二
〇
〇
ｉ
九
、
三

〇
〇
枚
、
未
だ
釈
文
の
な
い
簡
が
八
〇
〇
イ
九
〇
〇
枚
で
、
ほ
ば

一
〇
、
○
○

Ｏ
ｉ

一
〇
、
二
〇
〇
枚
の
漢
簡
が
出
土
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、

「
釈
文
の
あ
る
木
筒
」
を
除
い
た
も
の
に
関
す
る
資
料
が
付
表
③
１
０
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
も
う

一
つ
の
特
色
で
あ
る
、
付
録
②
額
済
納
河
流
域
障
懸
述
要
に
つ

い
て
書
こ
う
。　
一
九
三
〇

・
三

一
年
の
エ
チ
ナ
河
流
域
調
査
の
公
式
報
告
書
は

先

述

の

∽
Ｏ
Ｂ

Ｂ

①
【
∽
主

Ｆ

Ｐ

の

報

告

書

で

あ

る

。
　

し

か

し

著

者

の

∽
Ｏ
Ｂ

Ｂ

①
ｒ

４
岳
Ｂ

は

“
ｑ
ｍ
日
仲
β

の
死
に
よ

っ
て
替

っ
て
書

い
た
の
で
現
地
を
知
ら
な
い
。

田
Ｒ
暇
言
β
に
は
、
Ａ弓
Ｓ
蕊
″
呂
儀
＞

多ヽ
品
ｏ
Ｊ
」
Ｓ
Ｐ
『
中①
工
‥〓
ｑ
芹
〓

ぞ
ｇ
Ｆ

∞
ｏ
ｒ
”
”
β
儀
∽
中β
府
中゙
Ｄ
∞
・　
くＦ
日∪
一ゃ
、＜
〇
【
ドＪ
①
】く
①
や
∽ヽ
μＯ
囀
『
―
〕Ｏ
ω
卜
・
甲
Ｈ
∽付〇
↓く
ｏ
わ

一ゴ
①
　
口
Ｘ
巧
Φ
α
一Ｌ
ｏ
Ｄ
中β
　
歩
訪
中や
　
中〇
〕
『
―
∞
伽
σ
＜
　
∽
＜
①
Ｄ
早
四①
α
中Ｄ
中β
①
ｏ
Ｅ
軒
σ
ｏ
やヽ
‥

Ｌ
ｏ
お
宝
中争

巧
ｏ
Ｐ府
①
“
９
破
Ｂ
ｐ
Ｆ

貿
ｖ
と

い
う
日
記
が
あ
り
、
さ
ら
に

一
九

一

三
ｉ

一
五
年
に
は
＞
雲
室
砕
φ
〓

が
第
三
次
探
検
に
姑
い
て
こ
の
地
域
を
踏
査

し
、
そ
れ
は

ＡＦ
β
Ｒ
Ｂ
９
付
＞
∽軋
〕
と
な
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
西
欧
人
に

よ
る
既
往
の
調
査
の
文
献
が
、
個
別
と
は
い
え
以
上
の
よ
う
に
あ
る
上
に
、
中

国
は
一
九
七
三

。
七
四
年
に
こ
の
地
域
で
発
掘
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
一
九
七
二

年
に
は
エ
チ
ナ
河
流
域
踏
査
を
行

っ
て
い
る
。
こ
の
経
験
を
も

っ
て
報
告
を
主

に
、
他
の
文
献
を
補

っ
て
書
か
れ
た
エ
チ
ナ
河
流
域
の
漢
代
障
黙
の
概
論
が
こ

れ
で
あ
る
。
本
書
は
主
に
考
古
研
究
所
の
徐
率
芳
氏
の
手
に
な
る
が
、
同
氏
に

は

「居
延
考
古
発
掘
的
新
収
獲
」
Ｇ
文
物
』
七
八
十

一
）
と
い
う
七
三

・
七
四

年
発
掘
成
果
の
概
観
も
あ
り
、
「居
延

。
敦
煙
発
現
的
《
塞
上
蓬
火
品
約
》
―
―

兼
釈
漢
代
的
蓬
火
制
度
」
ｑ
考
古
』
八
〇
―
五
）
の
論
文
は
西
欧
文
献
を
も
十

分
参
照
し
た
好
論
で
、
本
書
の
筆
者
と
し
て
ま
こ
と
に
信
頼
に
値
す
る
人
を
得

た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
七
三

・
七
四
年
に
発
掘
さ
れ
た
Ａ
八
、
Ｐ

一
、
Ａ

三
二
の
三
地
点
に
は
、
簡
潔
に
新
成
果
を
も
書
き
加
え
て
あ

っ
て
参
考
に
な
る
。

さ
て
本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「居
延
漢
簡
」
の
出
土
地
が
す
べ
て

明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
大
き
な
意
義
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
中

国
大
陸
に
お
い
て
全
衝
の
写
真
と
釈
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
こ
れ
が
最
初
で
あ

る
。
ま
た
、達退
蹟
の
考
古
学
報
告
書
が
中
文
で
書
か
れ
た
の
も
こ
れ
が
初
め
て
で

あ
る
。
本
来
木
簡
は
出
土
遺
物
の
一
つ
と
し
て
ま
ず
考
古
学
的
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
文
字
の
あ
る
「居
延
漢
衛
」
だ
け
が
北
京
で
整
理
さ
れ
、

文
字
の
な
い
出
土
品
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
整
理
さ
れ
た
と
い
う
事
後
処
理
は
、

い
か
に
も
三
〇
年
代
ら
し
い
昔
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
不
十
分
な
が
ら
考
古
学
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的
な
報
告
書
の
つ
い
た

『居
延
漢
筒
』
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
長
期
の
懸
案

に
終
止
符
を
打
つ
と
共
に
、
来
る
べ
き
七
三

・
七
四
年
出
土
筒
の
発
表
に
対
す

る
準
備
と
し
て
も
意
義
が
深
い
。
と
い
う
意
味
は
、
三
〇

。
三

一
年
の
発
掘
と
、

七
三

。
七
四
年
の
発
掘
は
、
要
す
る
に
同
じ
場
所
で
行
わ
れ
た
発
掘
で
あ
り
、

内
容
的
に
も
同
様
の
も
の
で
、
わ
ず
か

一
〇
〇
簡
余
り
発
表
さ
れ
た
七
三

・
七

四
年
出
土
衛
の
中
か
ら
、
三
〇

。
三

一
年
出
土
簡
中
に
あ

っ
た
同

一
人
名
、
同

一
筆
跡
を
指
摘
で
き
る
こ
と

一
、
二
に
止
ま
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
三
〇

。
三

一
年
出
土
簡
を
知
ら
ず
に
七
三

。
七
四
年
出
土
簡
を
整
理
す
る
こ
と
な
ど

お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
七
三

・
七
四
年
出
土
筒
の
整
理
公
表
を
待

つ
間
に
、
中
国
の
研
究
者
は
も
と
よ
り
、
日
本
を
含
む
外
国
の
研
究
者
も
、
十

分
三
〇

。
三

一
年
出
土
簡
を
マ
ス
タ
ー
し
て
お
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意

味
に
お
い
て
本
書
は
、
新
し
い
漢
筒
研
究

へ
む
け
て
の
大
き
な
第

一
歩
で
あ
る
。

一
方
、　
一
九
八

一
年
五
月
に
台
湾
の
簡
蹟
学
会
か
ら

『居
延
漢
筒
新
編
』
い

が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
編
纂
に
当

っ
た
の
は
馬
先
醒
氏
を
始
め
と
し
て
、
呉
昌

廉
、
劉
頓
、
陳
鴻
埼
、
張
寿
仁
、
朱
楠
、
張
慧
娼
の
七
氏
で
、　
一
九
六
五
年
以

来
試
み
ら
れ
た
釈
文
が
こ
の
書
で
、
労
珠
氏
の
序
文
、
馬
氏
そ
の
他
の
経
過
説

明
を
内
容
と
す
る
序
文
が
あ
る
。

本
書
の
釈
文
の
配
列
も
簡
番
号
順
で
あ
る
が
、
釈
文
の
表
記
法
に
は
は
な
は

だ
工
夫
が
施
さ
れ
、
各
頁
の
右
上
に
原
簡
番
号
の
上
番
号
を
書
き
、
各
釈
文
の

上
欄
に
下
番
号

（各
固
有
番
号
）
を
立
て
、
釈
文
の
下
欄
に

『居
延
漢
衛
』
図

版
之
部
の
所
載
頁
数
を
記
し
て
い
る
。
従

っ
て
本
書
を
利
用
す
れ
ば
労
珠
氏
の

図
版
を
参
照
す
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
り
、
こ
の
書
を
仲
介
に
甲
乙
編
と

の
比
較
も
容
易
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
書
が
釈
文
を
手
書
き
し
て
、
活
字
印
刷
を

避
け
た
こ
と
も
、
印
刷
ミ
ス
を
は
じ
め
種
々
の
印
刷
の
困
難
を
回
避
し
た
智
恵

の
産
物
で
、
お
そ
ら
く
手
書
き
原
稿
の
縮
印
か
。
Ａ
五
版
で
あ
る
こ
と
も
便
利

で
あ
る
。

『居
延
漢
簡
甲
乙
編
』

の
釈
文
に
対
す
る
疑
義
を
述
べ
た
論
文
も
あ
銑
、

『居
延
漢
簡
新
編
』
と
比
較
し
て
も
相
互
に
釈
文
の
出
入
は
あ
る
。
労
撚
氏
の

『新
編
』
の
序
に
は
多
く
の
釈
文
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
正
確
な
釈

文
に
達
す
る
こ
と
を
述
べ
、
日
本
の
研
究
者
に
も
釈
文
の
作
業
が
あ
る
か
も
知

れ
瞼
と
し
て
い
る
。
多
く
の
釈
文
に
よ
っ
て
よ
り
正
確
な
釈
文
に
達
す
る
こ
と

は
異
議
は
な
い
。
た
だ
日
本
人
の
間
に
新
し
い
釈
文
を
作
る
動
き
は
、
管
見
の

域
内
に
は
な
い
。
む
し
ろ
、
私
見
で
は
、
こ
の
上
小
異
に
か
か
ず
ら
う
新
釈
文

よ
り
は
、
正
確
な
鮮
明
な
写
真
版
を
提
供
す
る
方
が
は
る
か
に
有
益
で
あ
る
と

思
う
。

Ｂ
　
一
九
七
三

。
七
四
年
出
上
の
居
延
漢
簡

一
九
七
三

・
七
四
年
出
上
の
居
延
漢
衝
は
、
蘭
州
市
の
甘
粛
省
博
物
館
に
存

し
、
こ
こ
を
中
心
に
居
延
漢
簡
研
究
の
組
織
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
第
三

章
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
七
三

・
七
四
年
出
土
居
延
漢
簡
の
う
ち
、

冊
書
を
中
心
に
研
究
成
果
の
発
表
が
甘
粛
所
在
の
研
究
機
関
の
雑
誌
を
用
い
て

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
第
二
章
に
述
べ
た
傾
向
の
具
体
的
な
例
で
あ
る
。

こ
の
甘
粛
省
に
お
け
る
簡
贖
研
究
の
魁
け
を
な
す
も
の
と
し
て

『
漢
簡
研
究



文
集
』
が

一
九
八
四
年
九
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
こ
で
述
べ
る
居
延
漢
筒
研
究

の
主
要
な
も
の
は
こ
の
書
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

『文
集
』
所
載
と
略
記
す
る

こ
と
に
す
る
。

一
九
七
三

・
七
四
年
出
上
の
居
延
漢
簡
の
発
掘
経
過
は
、　
一
九
七
八
年

一
月

の

『
文
物
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
甘
粛
居
延
考
古
隊
の

「居
延
漢
代
遺
址
的
発

掘
和
新
出
土
的
衝
冊
文
物
」
に
よ
っ
て
世
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は

一
九
八
三
年

一
月
付
の
若
千
の
訂
正
を
加
え
ら
れ
た
上

『
文
集
』

に
収
め
ら

れ
て
い
る
。
発
掘
経
過
は
す
で
に
本
誌
創
刊
号
の
拙
稿

「中
国
衝
贖
研
究
の
現

状
」
に
か
れ
た
の
で
繰
返
さ
な
い
。

エ
チ
ナ
河
流
域
の
遺
跡
に
つ
い
て
、　
一
九
七
六
年
に
甘
粛
省
博
物
館
文
物
隊

な
ど
が
行

っ
た

「額
済
納
河
下
渉
漢
代
峰
隧
遺
址
調
査
報
告
」
が

『
文
集
』
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
伊
肯
河
西
岸

（甲
渠
塞
）
、
東
部

。
南
部
区
域

（井
井
塞
）
、

北
部
区
域
、
黒
城
以
北
区
域
に
分
け
て
三
ケ
月
に
わ
た
る
調
査
の
結
果
を
記
述

し
、
城
障
、
峰
遂
遺
址
八
二
処
、
採
集
し
た
実
物
三
〇
点
、
漢
簡

一
六
四
点
を

発
見
し
た
。　
“
∝お
Ｂ
ω
Ｂ
の
調
査
、
∽
ｏ
Ｂ
Ｂ
①
Б∽一Ｓ
Ｂ

の
報
告
と
本
報
告
と
を

記
号
で
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
遺
址
の
現
状
の
理
解
に
有
用
で
あ
る
。
な
お
、

エ
チ
ナ
河
下
流
域
は
こ
の
後
甘
粛
省
か
ら
内
蒙
古
自
治
区
に
所
属
が
変

っ
た
。

一
九
八
一
年
八
月
に
絲
綱
之
路
考
察
隊
が
こ
の
地
域
に
入
っ
て
調
査
を
行

っ
た
。

高
敏
氏
の

「従
居
延
漢
簡
看
内
蒙
額
済
納
旗
的
古
代
社
会
経
済
状
況
」
は
そ
の

報
告
で
あ
る
。

七
三

・
七
四
年
出
土
居
延
漢
簡
の
研
究
は
、
Ａ
八
、
す
な
わ
ち
破
城
子
出
土

の
、
漢
代
甲
渠
侯
官
遺
址
出
土
簡
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
発
表
さ
れ
た
研
究
は
主

に
冊
書
を
中
心
に
行
わ
れ
、

「建
武
三
年
候
栗
君
所
責
寇
恩
事
」
冊
、

「塞
上

峰
火
品
約
」
冊
、
「
相
剣
刀
」
冊
、
「
建
武
三
年
居
延
都
尉
吏
奉
例
」
冊
な
ど
は

そ
れ
で
あ
り
、

「甘
露
二
年
丞
相
御
史
書
」
冊
や

「永
始
三
年
詔
書
」
冊
は
Ａ

三
二
、
す
な
わ
ち
漢
代
金
肩
水
金
関
址
か
ら
出
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
伝
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
破
城
子
（
Ａ
八
）
出
土
簡
に
つ
い
て
は
、
『破
城
子
良

代
遺
址
発
掘
報
告
』
の
名
称
で
、
第

一
集
報
告
、
第
二
集
漢
簡
釈
文
、
第
三
集

写
真
図
版
の
三
分
冊
と
し
て
、
今
年
九
月
定
稿
、
来
年
末
出
版
の
予
定
と
い
う
。

冊
書
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、
冊
書
を
構
成
す
る
各
衛
の
配
列
が
そ
れ

で
よ
い
か
ど
う
か
が
重
要
な
焦
点
と
な
る
が
、
考
古
学
的
な
根
拠
が
あ

っ
て
、

簡
文
の
内
容
を
考
え
る
以
前
に
配
列
が
決
ま
る
場
合
を
除
け
ば
、
内
容
を
考
慮

し
て
筒
の
順
序
を
配
列
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
と
き
は
た
と
え
ば
詔
書
な
ら
詔

書
が
、
ど
う
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
下
付
さ
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
、
筒
文
の

内
容
以
外
の
基
準
を
用
い
る
必
要
が
あ
り
、
論
者
の
漢
制
に
つ
い
て
の
所
説
や
、

極
論
す
れ
ば
漢
史
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
論
争
で
す
ら
あ
る
。

私
は
肩
水
金
関
出
上
の
永
始
三
年
詔
書
冊
の
復
原
の
論
文
を
見
、
か
つ
て
行

っ
た
Ａ
三
二
出
上
の
元
康
五
年
の
詔
書
冊
復
原
の
経
験
を
摩
ま
え
て
異
な
っ
た

見
解
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
私
見
は
私
の
漢
制
に
関
す
る
一
つ
の
体
系
的

理
解
を
根
拠
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
問
題
が
議
論
に
な
れ
ば
、
漢
制
の
体
系

か
ら
論
じ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
、
か
つ
て
、
一
九
五
九
年
に
甘
粛
省
武
威

県
磨
阻
子

一
八
号
墓
か
ら
出
土
し
た
王
杖
十
筒
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
郭
沫
若
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氏
を
は
じ
め
幾
通
り
か
の
異
説
が
あ
り
、
私
も

一
説
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
滋
賀

秀
三
氏
か
ら
批
判
を
受
け
、
滋
賀
氏
も
ま
た
独
自
の
配
列
を
考
え
ら
れ
た
。
私

は
滋
賀
説
に
対
し
て
は
漢
令
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
と
言
う
抽
象
的
な
返

答
し
か
し
て
い
な
い
が
、
と
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
両
者
は
平
行
す
る
可
能
性
す
ら

あ
る
。
決
め
手
の
な
い

「
冊
書
の
順
序
の
論
争
」
は
こ
う
い
う
場
合
が
あ
り
得

る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
王
杖
十
簡
配
列
の
問
題
の
最
後
に

「私
の
疑
念
が
氷
解
す
る
た

め
に
は
、
な
ん
ら
か
の
新
資
料
の
出
現
を
待
つ
よ
り
方
法
が
な
い
」
と
述
べ
て

締
く
く

っ
た
が
、
何
と
新
資
料
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
八

一
年

九
月
、
武
威
県
文
物
管
理
委
員
会
が
県
内
の
重
点
文
物
の
保
護
調
査
を
行

っ
た

時
、
新
率
人
民
公
社
の
衰
徳
礼
な
る
人
物
が
、
近
年
磨
阻
子
の
漢
墓
か
ら
出
土

し
た
と
い
う

「
王
杖
詔
書
令
」
の
簡
二
六
枚
を
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て
、

出
上
し
た
墓
が
ど
う
い
う
墓
で
、　
ど
う
い
う
遺
物
と
共
存

し
た
か

な
ど

一
切
不
明
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
極
め
て
異
例
の
冊
書
で
あ
る
。
た

だ
、
こ
の
木
簡
は
そ
れ
ぞ
れ
背
面
に
順
序
を
し
め
す
番
号
が
つ
い
て
お
り
、
第

一
五
衝
は
欠
け
て
い
る
の
で
全
二
七
簡
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
先
の
第

一
八
号
墓
出
土
王
杖
十
簡
の
よ
う
に
順
序
の
論
争
の
お
こ
る
べ
く
も
な
く
、
ま

た
十
簡
の
順
序
も
お
の
ず
か
ら
正
し
得
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
む
し
ろ
墓

よ
り
出
土
し
た
木
簡
の
部
分
で
紹
介
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
論
述
の
関
係
で
こ

こ
で
摩
れ
た
。

冊
書
の
よ
う
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
註
記
し
た
ご
と
く
専
論
が
発
表
さ
れ
る

が
、
そ
れ
以
外
の
単
独
の
簡
は
各
テ
ー
マ
別
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
概
論
的
な
研

究
の
中
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
目
に
か
れ
る
。
た
と
え
ば
初
師
賓
氏
の

「漢
辺
塞
守
御
器
備
考
略
」
∩
文
集
』
所
収
）
、　
同

「居
延
峰
火
考
述
―
―
兼

論
古
代
峰
号
的
演
変
」
（同
）
、
李
均
明
氏

「漢
簡
初
見
出
入
符
、
伝
与
出
入
名

籍
」
Ｇ
文
史
』

一
九
）
、
騨
英
群
氏

「
漢
代
符
信
考
述
上
、　
下
―
―
居
延
漢
簡

研
究
」
∩
西
北
史
地
』
八
三
十
三

。
四
）
、
同

「
決
代
官
文
書
考
略
」
∩
文
集
』

所
収
）
、
呉
祗
霰
氏

「
漢
代
蓬
火
制
度
探
索
ス
『文
集
』
所
収
）
、
徐
楽
尭
氏
「居

延
漢
簡
所
見
辺
亭
」
３
文
集
』
所
収
）
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。

直
接
研
究
に
従
事
し
て
い
る
一
部
の
研
究
者
以
外
は
原
簡
を
見
る
こ
と
も
で

き
な
い
と
い
多
点
で
は
、
中
国
人
研
究
者
も
外
国
人
研
究
者
も
平
等
扱
い
で
あ

る
由
で
あ
る
が
、
先
に

「中
国
筒
贖
研
究
の
現
状
」
に
お
い
て
も
主
張
し
た
と

お
り
、
原
簡
に
接
し
て
い
る
研
究
者
は
能
う
限
り
速
や
か
に
釈
文
を
提
供
す
る

努
力
を
し
、
他
の
研
究
者
に
便
宜
を
提
供
す
る
と
い
う
前
提
を
も
っ
て
出
土
資

料
の
独
占
が
容
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
学
界
の
常
識
を
十
分
認
識
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
論
文
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
問
題
は
、
か
つ
て
一

九
三
〇

・
三

一
年
出
土
居
延
漢
街
の
研
究
段
階
で
労
撚
氏
を
は
じ
め
中
国
研
究

者
が
、　
そ
し
て
や
が
て
森
鹿
三
先
生
を
は
じ
め
日
本
の
研
究
者
や

蛋
中ωゴ
”
儀

Ｆ
ｏ
ωミ
①
氏
ら
が
議
論
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
一
九
七
三

・
七
四
年
居
延

漢
簡
が
加
わ
っ
た
か
ら
と
て
、
画
期
的
に
従
来
の
研
究
が
改
ま
る
よ
う
な
性
格

の
も
の
は
少
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
従
来
の
研
究
成
果
に

か
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
こ
と
に
外
国
の
研
究
に
関
し
て
無
関
心
で
あ
る
こ
と

中国における最近の漢簡研究
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は
、
文
献
目
録
や
外
国
人
の
研
究
を
翻
訳
し
た

『筒
贖
研
究
諄
叢
』
が
出
版
さ

れ
て
い
る
今
日
と
も
な
れ
ば
、
文
献
不
足
を
理
由
に
ま
ゑ
が
れ
る
こ
と
は
許
さ

れ
飛
研
究
上
の
欠
陥
で
あ
ろ
う
。
文
革
時
代
直
後
な
ら
ば
と
も
か
く
、
近
代
化

に
向
け
て
毅
歩
も
歩
み
を
踏
み
出
し
た
今
日
、
翻
訳
の
場
合
の
原
著
の
著
作
権

問
題
と
と
も
に
、
先
人
の
業
績
の
尊
重
を
中
国
の
学
界
は
考
え
る
べ
き
時
期
に

来
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
簡
蹟
研
究
、
こ
と
に
フ
ィ
ー
ル
ド
の
木
筒
の
よ
う
に
、
当
時
の
生

活
、
世
相
の
断
面
を
任
意
に
切
り
取

っ
た
よ
う
な
、
当
時
の
事
象
に
広
く
接
す

る
研
究
で
は
、
多
く
の
木
筒
に
頻
出
す
る
意
味
の
定
か
で
な
い
言
棄
を
探
求
す

る
必
要
が
お
こ
る
。　
一
九
四
〇
年
代
に
陳
槃
氏
が
行

っ
た
よ
う
な
研
究
で
あ
る

が
、
い
わ
ぽ
漢
代
語
、
漢
筒
用
語
の
研
究
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
行
わ
れ
て
い

る
。
陳
邦
懐
氏
の

「居
延
漢
簡
考
略
」、
委
錫
圭
氏

「
漢
簡
零
拾
」、
子
豪
亮
氏

の

「居
延
漢
簡
釈
叢
」
な
ど
は
そ
れ
で
あ
り
、　
″秦
胡
″
に
関
す
る
研
究
も
そ

の
一
種
と
い
え
る
だ
ろ
猟
。

五
　
む
す
び
―
―
漢
簡
研
究
の
動
向

第
三
章
で
筒
煩
研
究
全
般
に
つ
い
て
摩
れ
た
が
、
具
然
的
な
研
究
の
例
を
見

た
あ
と
で
、
あ
ら
た
め
て
研
究
の
動
向
を
ま
と
め
な
お
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
第

一
は
、
今
世
紀
前
半
に
調
査
さ
れ
た
遺
跡
の
再
調
査
が
行
わ
れ
、
そ

の
中
国
語
に
よ
る
報
告
書
が
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
研
究
の
地
域
化
の
傾
向
が
強
ま
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
簡
蹟
の

出
土
地
を
中
心
に
研
究
組
織
が
整
備
さ
れ
、
研
究
成
果
も
地
域
の
出
版
物
に
発

表
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
外
国
文
献
な
ど
研
究
設
備
が
整
備
さ
れ

る
こ
と
を
希
望
す
る
。

第
三
に
、
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
簡
贖
の
出
土
は
、
多
く
の
古
書
、
快
書
な

ど
の
書
籍
類
の
出
土
が

一
段
と
増
加
し
、
先
秦
、
漢
初
の
思
想
研
究
の
素
材
が

豊
か
に
な
っ
て
き
た
。
な
お
、
雲
夢
秦
律
も
、
張
家
山
漢
衛
中
の
漢
律
も
、
私

は
法
律
書
の
出
土
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
念
の
た
め
付
記
し
て
お
く
。

第
四
に
一
九
七
三

。
七
四
年
出
上
の
居
延
漢
簡
の
整
理
が
進
み
、
冊
書
を
中

心
に
成
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
世
界
の
研
究
者
の
た
め
に
原
街
の
写
真
と

釈
文
の
一
日
も
早
い
出
版
を
期
待
す
る
。

第
五
に
、
書
法
関
係
、
書
道
史
関
係
の
研
究
が
出
は
じ
め
た
こ
と
を
述
べ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
も

っ
と
も
早
く
漢
簡
出
上
に
反
応
し
た
の
は
書
道
関
係
者
で
、

書
道
史
的
な
論
文
が
出
た
。
し
か
し
、
漢
衛
の
出
土
数
量
が
増
加
す
る
に
従

っ

て
そ
の
多
様
性
に
整
理
が
つ
か
ず
、
後
続
の
論
文
は
な
か
っ
た
。
中
国
に
お
い

て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
書
道
関
係
の
論
文
は
社
会
が
左
傾
す
る
時

期
に
は
姿
を
消
し
、
右
傾
す
る
時
に
見
ら
れ
る
。
文
化
大
革
命
後
、
多
く
の
出

土
簡
債
を
そ
の
角
度
か
ら
整
理
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
見
え
て
き
た
。

歴
代
法
書
奉
英
の

『漢
簡
隷
書
選
』
は
一
九
八

一
年
三
月
に
上
海
書
画
出
版

社
と
す
粛
省
博
物
館
と
か
ら
表
紙
を
変
え
て
出
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も

一
九
七
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三

・
四
年
出
土
居
延
簡
、
甘
谷
漢
筒
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

一
九
八

二
年

一
月
の

『
中
国
書
法
』
誌
に
は
、
王
東
明
、
羅
揚

「
新
出
土
秦
漢
簡
贖
書

法
」

が
あ
り
、　
王
吏
明
、　
馬
畢
祖
、

羅
揚

「従
定
県
漢
竹
筒
看
西
漢
隷
書
」

含
文
物
』
八

一
―
八
）
、
黎
泉
編
著

『
漢
筒
的
書
法
芸
術
』
盆

九
八
二
年
二
月

人
民
美
術
出
版
社
刊
）
、
黎
泉

「
漢
簡
書
体
浅
析
」
Ｇ
文
集
』
所
収
）
な
ど
が

あ
り
、
台
湾
で
は
郊
恵
美

『
漢
筒
文
字
的
書
法
研
究
』
が
故
官
叢
刊
甲
種
之
汁

三
と
し
て

一
九
八
四
年
十
二
月
に
出
た
。
わ
が
国
で
は
佐
野
光

一
編

『
木
簡
字

典
』
が

一
九
八
五
年
八
月
に
雄
山
閣
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
分
野
の

更
な
る
発
展
を
期
待
す
る
。

議ω
　
『木
簡
研
究
』
創
刊
号
　
一
九
七
九
年
十
一
月
。

②
　
『木
簡
研
究
』
第
二
号
　
一
九
八
一
年
十
一
月
。

⑥
一　
大
庭
脩

『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
（
一
九
八
二
年
二
月
　
創
文
社
刊
）
第
二
篤
第

〓
早
　
雲
夢
出
土
竹
書
秦
律
の
概
観
補
注
ω
。

④
　
単刷
掲
②
　
一一　
中
国
に
お
け
る
簡
蹟
研
究
の
あ
り
か
た
―
―
古
文
字
研
究
と
の
関

連
卜
十
七
四
頁
以
下
。

⑤
　
周
永
珍

「懐
念
陳
夢
家
先
生
」

『考
古
』
八
一
十
五
。

劉
観
民

「悼
念
黄
文
弼
先
生
」
『考
古
』
八
二
十

一
。

⑥
　
内
容
は
簡
贖
釈
義
、
簡
贖
時
代
、
簡
贖
踪
跡
、
簡
贖
初
現
朝
野
傾
動
、
欧
洲
学
人

興
漢
晋
簡
贖
、
簡
績
本
之
経
史
子
集
、
簡
債
質
材
、
筆
削
興
汗
青
、
簡
贖
形
制
、
簡

贖
文
書
之
版
式
輿
標
点
符
号
、
篤
巻
興
竹
鳥
、
簡
慣
之
編
写
次
第
興
編
拾
典
蔵
、
附

録
と
な
っ
て
い
る
。　
三
企
二
頁
。

①
　
こ
の
書
は
拙
著

『
木
簡
』

（
一
九
七
九
年
三
月
　
学
生
社
刊
）
に
も
と
づ
き
、
そ

の
後
の
出
土
例
な
ど
を
加
え
て
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
、
内
容
は
前
言
、
第

一
章
解

放
前
簡
蹟
出
土
的
歴
史
、
第
二
章
解
放
後
簡
憤
出
土
的
歴
史
、
第
三
章
簡
蹟
的
形
式

和
名
称
、
第
四
章
簡
蹟
中
的
法
律
文
書
、
第
五
章
簡
贖
中
的
書
籍
、
第
六
章
簡
慣
中

的
遣
策
、
第
七
章
簡
憤
中
的
詔
書
、
第
八
章
簡
蹟
中
政
府
下
達
的
文
書
、
第
九
章
簡

憤
中
上
呈
和
同
級
間
的
文
書
、
第
十
章
簡
贖
中
的
通
行
証
和
身
分
証
、
第
十

一
章
簡

債
中
其
他
種
類
的
文
書
、
結
束
語
、
附
録
と
な
っ
て
い
る
。　
一
八

一
頁
。

Ｃ
　
内
容
は
、　
ま
え
が
き
、
第

一
章
木
簡
学
へ
の
誘
な
い
、
第
二
章
木
簡
と
は
何
か

―
―
そ
の
形
と
名
称
、
第
三
章
フ
ィ
ー
ル
ド
の
木
簡
と
墓
中
の
木
簡
、
第
四
章
対
匈

奴
防
衛
線
の
展
開
―
―

シ
ル
ク

・
ロ
ー
ド
の
探
検
と
木
簡
、
第
五
章

カ
レ
ン
ダ
ー

ー
ー
月
と
日
と
時
と
、
第
六
章
北
方
官
吏
の
世
界
―
―
文
官
と
武
官
、
第
七
章
ス
ク

ラ
ン
ブ
ル
ー
ー
騎
士
と
威
卒
、
第
八
章
前
線
で
の
刃
歩
沙
汰
―
―
さ
ま
ざ
ま
な
事
件

や
ト
ラ
ブ
ル
、
第
九
章
冥
土
へ
の
パ
ス
ポ
ー
ト
、
第
十
章
文
書
政
治
と
帳
簿
の
査
察
、

第
十

一
章
木
簡
学
の
華
―
―
冊
書
の
復
原
、
第
十
二
章
書
き
つ
ぶ
し
と
削
り
暦
、
あ

と
が
き
。
三

一
七
頁
。

③
　
河
北
省
文
物
研
究
所
「河
北
定
県
四
〇
号
漢
墓
発
掘
簡
報
」
『
文
物
』
八

一
十
八
。

金
綾
玉
衣
に
つ
い
て
は
、
河
北
省
博
物
館
、
文
物
管
理
処
、
中
共
定
県
県
委
宣
伝
部
、

定
県
博
物
館

「
定
県
四
〇
号
漢
墓
出
土
的
金
緩
玉
衣
」
『文
物
』
七
六
十
七
。

⑩
　
国
家
文
物
管
理
局
古
文
献
研
究
室
、
河
北
省
博
物
館
、
河
北
省
文
物
研
究
所
　
定

県
漢
墓
竹
簡
整
理
組

「定
県
四
〇
号
漢
墓
出
土
竹
簡
簡
介
」
『
文
物
』
八

一
十
八
。

①
　
国
家
文
物
管
理
局
古
文
献
研
究
室
、
河
北
省
博
物
館
、
河
北
省
文
物
研
究
所
　
定

県
漢
墓
竹
簡
整
理
組

「《
儒
家
者
言
》
釈
文
」
『
文
物
』
八

一
十
八
。

何
直
剛

「《
儒
家
者
言
》
略
説
」
同
。

⑫
　
安
徽
省
文
物
工
作
隊
、
阜
陽
博
物
館
、
阜
陽
県
文
化
局

「
阜
陽
双
古
堆
西
漢
汝
陰

侯
墓
発
掘
簡
親
」
『文
物
』
七
八
十
八
。

⑬
　
国
家
文
物
管
理
局
古
文
献
研
究
室
、
安
徽
省
阜
陽
地
区
博
物
館
　
阜
陽
漢
簡
整
理

組

「阜
陽
漢
簡
簡
介
」
『文
物
』
八
三
十
二
。

同

「阜
陽
漢
簡

《
蒼
韻
篇
χ

同
。

同

「阜
陽
漢
簡

《
詩
経
χ

『文
物
』
八
四
十
八
。
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胡
平
生
、
韓
自
強

「
《
蒼
額
篇
》
的
初
歩
研
究
」
『文
物
』
八
三
十
二
。

同

「阜
陽
漢
簡

《
詩
経
》
簡
論
」
『
文
物
』
八
四
十
八
。

⑭
　
青
海
省
文
物
考
古
工
作
隊

「青
海
大
通
県
上
孫
家
薬

一
一
五
号
漢
墓
」

『文
物
』

八

一
十
二
。

⑮
　
国
家
文
物
管
理
局
古
文
献
研
究
室
、
大
通
上
孫
家
祭
漢
簡
整
理
小
組

『
大
通
上
孫

家
秦
漢
簡
釈
文
』
『文
物
』
八

一
十
二
。

朱
国
霜

「
上
孫
家
薬
木
簡
初
探
」
同
。

李
零

「
青
海
大
通
県
上
孫
家
築
漢
簡
性
質
小
議
」
『
考
古
』
八
三
十
六
。

同

「《
孫
子
》
篇
題
木
贖
初
論
」
『文
史
』

一
七

（
一
九
八
三
年
）。

④
　
甘
粛
省
博
物
館
、
教
煙
県
文
化
館

「教
煙
馬
圏
湾
漢
代
峰
隧
遺
址
発
掘
簡
報
」

『
漢
簡
研
究
文
集
』
所
収
　
一
九
八
四
年
九
月
　
甘
粛
人
民
出
版
社
刊
　
（
原
『
文
物
』

八

一
十

一
〇
所
収
）。

⑦
　
剤
州
地
区
博
物
館

「
江
陵
張
家
山
三
座
漠
墓
出
土
大
批
竹
簡
」
『
文
物
』

八
五
十

一

。

張
家
山
漢
墓
竹
簡
整
理
小
組

「
江
陵
張
家
山
漢
簡
概
述
」
同
。

ω
　
張
学
工

「
甘
谷
漢
簡
考
釈
」
『
漢
簡
研
究
文
集
』
所
収
。

⑬
　
一
九
八
四
年
三
月
　
文
物
出
版
社
刊
。　
一
五
九
頁
。

の
　
一
九
八
五
年
二
月
　
文
物
出
版
社
刊
。　
〓
壬
二
頁
。

⑪
　
甘
粛
省
博
物
館
敦
煙
県
文
化
館

「敦
煙
馬
園
湾
漢
代
隆
魃
遺
跡
発
掘
簡
報
」

『
漢

簡
研
究
文
集
』
所
収
　
（
原

『
文
物
』
八

一
十

一
〇
所
収
）
。

呉
副
駿

「
玉
門
関
与
玉
門
関
候
」
『
文
物
』
八

一
十

一
〇
。

②
　
一罪
蛤
関
市
文
物
保
管
所

「
玉
門
花
海
漢
代
峰
隧
遺
跡
出
土
的
簡
贖
」

『漢
簡
研
究

文
集
』
所
収
。

⑭
　
敦
建
県
文
化
館

「敦
煙
球
油
土
漢
代
峰
隧
遺
跡
出
土
的
木
簡
」
『漢
簡
研
究
文
集
』

所
収
。

②
　
詳
細
は
大
庭
脩

「
『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
の
出
版
と
居
延
漢
簡
研
究
」
『
関
西
大
学

文
学
論
集
』
三
二
十

一
　

一
九
八
二
年

一
一
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。

い
　
ｍ
は
出
版
さ
れ
て
い
な
い
が
、　
一
九
七
三
、
七
四
年
出
上
の
居
延
漢
簡
を
釈
す
る

予
定
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
書
は
装
訂
だ
け
を
改
め
て

『
簡
債
学
報
』
第
九

号
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
く
。

い
　
謝
桂
華
、
李
均
明
、

何
双
全

「
《
居
延
漢
簡
甲
乙
編
》
釈
文
質
疑
」

『
中
国
史
研

究
』
八
三
十

一
。
謝
桂
華
、
李
均
明

「
《
居
延
漢
簡
甲
乙
編
》
釈
文
評
論
」
『教
煙
学

輯
刊
』
八
四
十
二
。

の
　
絲
綱
之
路
考
察
隊
編
著

『
絲
路
訪
古
』
所
収
　
一
九
八
三
年
四
月
　
甘
粛
人
民
出

版
社
刊
。

②
　
甘
粛
居
延
考
古
隊
簡
冊
整
理
小
組

「
″建
武
三
年
候
栗
君
所
責
寇
恩
事
μ
釈
文
」

『文
物
』
七
八
十

一
。

肖
克
達

「
″粟
君
所
責
寇
恩
事
“
簡
冊
略
考
」
同
。

魚
偉
超

「
略
釈
漢
代
獄
辞
文
例
―
十

一
分
冶
獄
材
料
初
探
」
　
同
。

大
庭
脩

『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
第
五
篤
第
二
章
補
論
　
居
延
新
出

「
侯
栗
君
所

責
寇
恩
事
」
冊
書
。

初
師
賓
、
肖
克
達

「
居
延
漢
簡
中
所
見
漢
代

《
囚
律
》
伏
文
考

《
居
延
漢
街

〃責

寇
恩
事
”
的
九
令
問
題
》
的
所
補
」
『考
古
与
文
物
』
八
四
十
二
。

①
　
甘
粛
居
延
考
古
隊
簡
冊
整
理
小
組

「
″塞
上
峰
火
品
約
“
釈
文
」
『考
古
』
七
九
―

四
。醇
英
群

「
居
延

《
塞
上
峰
火
品
約
》
冊
」
同
。

徐
率
芳

「
居
延
、
敦
煙
発
現
的

《
塞
上
蓬
火
品
約
》
―
―
兼
釈
漢
代
的
蓬
火
制
度
」

『
考
古
』
七
九
十
五
。

⑩
　
甘
粛
省
博
物
館
漢
簡
整
理
小
紅

「
居
延
漢
衝

《
相
剣
刀
》
冊
釈
文
」
『
敦
煙
学
輯

刊
』
八
三
十
三
。

馬
明
達

「
居
延
漢
簡

《
相
剣
刀
》
初
探
」
同
。

⑪
　
初
師
賓
、
任
歩
云

「建
武
三
年
河
西
大
将
軍
府
居
延
都
尉
奉
例
略
考
」
『敦
鰹
学

輯
刊
』
八
三
十
三
。

⑫
　
伍
徳
勲

「
居
延
出
土

《
甘
露
二
年
丞
相
御
史
律
令
》
簡
贖
考
釈
」

『
甘
粛
師
大
学



報
』
七
九
―
四
。

初
師
賓
、
伍
徳
熙

「
居
延
甘
露
二
年
御
史
書
冊
考
述
補
」
『
考
古
与
文
物
』

八
四

十
四
。
大
庭
脩

『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』

第
二
篇
第
二
章
補
論
　
第

一
節
　
甘
露
二
年

丞
相
御
史
書
。

①
　
甘
粛
省
博
物
館
漢
簡
整
理
小
組

「
《
永
始
三
年
詔
書
》
簡
冊
釈
文
」
『
西
北
師
院
学

報
』
八
三
十
四
。

伍
徳
勲

「
新
発
現
的

一
扮
西
漢
詔
書
―
―

《
永
始
三
年
詔
書
簡
冊
》
考
釈
和
有
関

問
題
」
同
。

大
庭
脩

「
肩
水
金
関
出
上
の
永
始
三
年
詔
書
冊
に
つ
い
て
」

『
関
西
大
学
文
学
論

集
』
三
二
十
二
　

一
九
八
四
年

一
月
。

甘
粛
省
文
物
工
作
隊

居
延
簡
整
理
組

「
居
延
簡

《
永
始
三
年
詔
書
》
冊
釈
文
」

『敦
煙
学
輯
刊
』
八
四
十
二
。

大
庭
脩
、
姜
鎮
慶
釈

「
論
肩
水
金
関
出
土
的

《
永
始
三
年
詔
書
》
簡
冊
」
同
。

⑭
　
大
庭
脩

『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
第
二
篇
第
六
章
　
漢
代
の
決
事
比
試
論

（原

『
関
西
大
学
文
学
論
集
創
立
九
十
周
年
記
念
号
』
所
収
　
一
九
七
五
年
十

一
月
）。

滋
賀
秀
三

「
武
威
出
土
王
杖
十
簡
の
解
釈
と
漢
令
の
形
態
―
―
大
庭
脩
氏
の
論
考

を
読
み
て
―
―
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
九
〇
十
三

・
四
　
一
九
七
七
年
三
月
。

大
庭
脩

『秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
第
三
篇
第
六
章
補
説
　
滋
賀
秀
三
氏
の
批
判
に

つ
い
て
。

∞
　
武
威
県
博
物
館

「
武
威
新
出
王
杖
詔
令
冊
」
『漢
簡
研
究
文
集
』
所
収
。

①
　
『
木
簡
研
究
』
創
刊
号
所
収
拙
稿
か
照
。

⑦
　
『中
華
文
史
論
叢
』
八
〇
十
二
。

①
　
共
に

『
文
史
』

一
二

（
一
九
八

一
年
）。

⑬
　
初
師
賓
、
「秦
人
、
秦
胡
鏡
測
」
『考
古
』
八
三
十
三
。

⑩
　
な
お
日
本
の
研
究
者
に
よ
る
冊
書
の
研
究
論
文
と
し
て
次
の
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。

永
田
英
正

「
新
居
延
漢
簡
中
の
若
千
の
冊
書
に
つ
い
て
」

『
富
山
大
学
人
文
学
部

紀
要
』
三
　
一
九
八
〇
年
三
月
。

鵜
飼
昌
男

「
居
廷
漢
簡
に
み
え
る
文
書
の
逓
伝
に
つ
い
て
」

『
史
泉
』
六
〇
　
一

九
八
四
年
八
月
。

大
庭
脩

「
地
湾
出
上
の
騎
士
簡
冊
―
―
「材
官
孜
」
補
正
―
―
」
『
末
永
先
生
米
寿

記
念
献
呈
論
文
集
』
所
収
　
一
九
八
五
年
六
月
刊
。
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